
良質かつ適切な精神障害者に対する医療の提供を確保するための指針
（平成２６年３月7日 厚生労働省告示第６５号）

三 多様な精神疾患・患者増への医療提供
５ てんかん
ア てんかん患者は、適切な診断、手術や服薬等の治療に
よって症状を抑えることができる又は治癒する場合もあり、
社会で活動しながら生活することができる場合も多いこと
から、てんかん患者が適切な服薬等を行うことができるよう、
てんかんに関する正しい知識や理解の普及啓発を促進する。

イ てんかんの診断を行うことができる医療機関の連携を図る
ため、専門的な診療を行うことができる体制を整備し、
てんかんの診療ネットワークを整備する。
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○ てんかんの患者は約１００万人と推計される一方、地域で必ずしも専門的な
医療に結びついていなかった。

○ 治療には精神科、神経内科、脳神経外科、小児科など複数の診療科で
担われているが、有機的な連携がとりづらい状態にあった。

○ 一般医療機関・医師にてんかんに関する診療・情報などが届きにくく、
適切な治療が行われにくい環境にあった。

６

てんかん地域診療連携体制ができた背景及び目指したもの

背 景

○ 地域で柱となる専門医療機関を整備し、てんかん患者・家族が地域で
安心して診療できるようになること。

○ 治療に携わる診療科間での連携が図られやすいようにすること。

○ 行政機関（国・自治体）が整備に携わることで、医療機関間だけでなく
多職種（保健所、教育機関等）間の連携の機会を提供すること。

目指したもの
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各てんかん診療拠点機関で得られた知見を集積し、てんかん診療におけ
る地域連携体制モデルを確立すると共に、都道府県・各診療拠点機関へ
の技術的支援を行う。

てんかん地域診療連携体制整備事業

平成３０年度からの第７次医療計画により、各都道府県において、多様な精神疾患等に対応できる医療連携体制の構築に向けて、
「良質かつ適切な精神障害者に対する医療の提供を確保するための指針」を踏まえて、多様な精神疾患等ごとに医療機能を明確化する
こととされており、国が国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センターをてんかん診療全国拠点機関に指定し、都道府県において、
てんかんの治療を専門的に行っている医療機関のうち、１箇所をてんかん診療拠点機関として指定し、各都道府県のてんかんの医療連
携体制の構築に向けて、知見の集積、還元、てんかん診療のネットワーク作り等を引き続き進めていく必要がある。

現状と課題

①地域住民や医療従事者に対して、てんかんに関する正しい知識の普及
②てんかん診療における地域連携体制構築、てんかん診療の均てん化

期待される成果

てんかん患者が、地域において適切な支援を受けられるよう、てんかん診療における地域連携の在り方を提
示し、てんかん拠点医療機関間のネットワーク強化により全国で均一なてんかん診療を行える体制を整備。

第７次医療計画に基づいて、「都道府県拠点機能」「地域連携拠点機
能」「地域精神科医療提供機能」を有する医療機関を指定し、都道府県
との協働によって、てんかんに関する知識の普及啓発、てんかん患者及
びその家族への相談支援及び治療、他医療機関への助言・指導、医療従
事者等に対する研修、関係機関との地域連携支援体制の構築のための協
議会を開催する。また、てんかん診療支援コーディネーターを配置し、
てんかん患者及びその家族に対し、相談援助を適切に実施する。

【都道府県（精神保健福祉センター、保健所）・てんかん診療拠点機関】

【地域】

【国・全国拠点（全国拠点機関）】

てんかんの特性や支援方法に関する知識が浸透するように取り組むとと
もに、市町村、医療機関等との連携を深化し、患者・家族への相談支援
や啓発のための体制を充実すること等により、適切な医療につながる地
域の実現を目指す。

市町村

医療機関

地域連携支援体制

都道府県（精神保健福祉センター、保健所）
てんかん診療拠点機関

国・全国拠点（全国拠点機関）

住民

バックアップ

バックアップ

令和元年度予算: 8,236千円 → 令和２年度要求：17,817千円

事業概要

患者・家族会
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